
・
平
成
8
年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ
の
者
で

　

大
学
を
卒
業
し
た
な
ど
別
に
定
め
る
者

■
申
込
受
付
期
間
／
〜
4
月
12
日
㈬
（
受

　

信
有
効
）、
申
込
専
用
ア
ド
レ
スhttp://

　

w
w
w
.jinji-shiken.go.jp/juken.htm

l

問
札
幌
国
税
局
人
事
第
2
課
採
用
担
当

　

☎
０
１
１
―
２
３
１
―
５
０
１
１
ま
た

　

は
、
最
寄
り
の
税
務
署

〇
財
務
専
門
官

■
受
験
資
格
／

・
昭
和
62
年
４
月
２
日
〜
平
成
８
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
者

・
平
成
８
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
者

　

で
次
に
掲
げ
る
も
の

　

①
大
学
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び
平
成
30

　
　

年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

　

②
短
大
ま
た
は
高
専
を
卒
業
し
た
者
お

　
　

よ
び
平
成
30
年
3
月
ま
で
に
卒
業
見

　
　

込
み
の
者

■
申
込
受
付
期
間
／
〜
4
月
12
日
㈬
ま
で

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－14－

土地家屋の価格等の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧

■日時／ 4月 1日～ 5月 31 日　8時 45 分～ 17 時 30 分

　（※土・日曜、祝祭日を除く）

■場所／役場１階資産税係（窓口⑩）

問町税務課資産税係　☎ 56-8004

【縦覧】納税者が所有する土地家屋の価格と町内の他の

土地家屋の価格を比較できるように縦覧帳簿に記載され

た次の事項を縦覧します。

　土地＝所在、地番、地目、地積、価格

　家屋＝所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

　縦覧できる人は本町の固定資産税納税者とその同居親

族、納税管理人、納税者の委任状のある代理人に限られ

ます。なお土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋、

土地家屋両方の納税者は両方の縦覧ができます。

【閲覧】所有する固定資産税の課税台帳は所有者とその

同居親族、納税管理人、委任状のある代理人が閲覧でき

ます。また借地・借家人などの土地・建物について賃借

権を有する人もその権利の対象となる固定資産について

記載された部分を閲覧することができます。この場合、

賃貸借契約書などの権利を証明する書類の提示が必要で

す。

※縦覧や閲覧の際は身分証明書を必ず持参

納め忘れはありませんか？

　税金の納め忘れのある方は、至急納付してください。

　また、「町税を納付できない事情がある」「納付書を紛

失してしまった」など、納税に関する相談は随時受け付

けていますので、お気軽に納税係 (窓口⑨ )へ連絡また

はお越しください。

問町税務課納税対策室納税係　☎ 56-8002

〇
住
民
一
般
業
務
（
食
物
等
放
射
線
物
質

　

検
査
）
な
ど
に
従
事
す
る
非
常
勤
職
員

■
募
集
人
員
／
１
名

■
勤
務
場
所
／
倶
知
安
町
役
場

■
資
格
／
倶
知
安
町
に
在
住
の
健
康
な
方

■
雇
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
平
成
30
年　

　

３
月
31
日
（
以
降
更
新
も
有
）

■
賃
金
／
時
給
８
４
０
円
（
町
支
給
規
程

　

に
よ
る
）

■
勤
務
時
間
／
13
時
〜
17
時

■
そ
の
他
／
パ
ソ
コ
ン
（
ワ
ー
ド
、
エ
ク

　

セ
ル
な
ど
で
簡
単
な
文
書
作
成
）
が
で

　

き
る
方

■
応
募
方
法
／
４
月
20
日
㈭
ま
で
、
町
住

　

民
環
境
課
生
活
安
全
係
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

　

ク
か
ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
、
履
歴
書

と
と
も
に
提
出

問
町
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係

　

☎ 

56
―
８
０
０
５

■
受
付
期
間
／
〜
5
月
5
日
㈮
ま
で

〇
幹
部
候
補
生
（
一
般
）

■
受
験
資
格
／
22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者

　
（
20
歳
以
上
22
歳
未
満
の
大
卒
見
込
含
）

■
一
次
試
験
日
／
5
月
13
日
㈯
、
14
日
㈰

　
（
14
日
は
飛
行
要
員
の
み
）

〇
幹
部
候
補
生
（
歯
科
・
薬
剤
科
）

■
受
験
資
格
／
専
門
の
大
卒
（
見
込
含
）

　

20
歳
以
上
30
歳
未
満
。
薬
剤
は
20
歳
以

　

上
28
歳
未
満
の
者

■
一
次
試
験
日
／
5
月
13
日
㈯

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

〇
総
合
職
試
験
（
院
卒
者
・
大
卒
程
度
）

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
期
間
／
〜
４
月

　

10
日
㈪
ま
で

〇
一
般
職
試
験
（
大
卒
程
度
）

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
期
間
／
４
月
７

　

日
㈮
〜
４
月
19
日
㈬
ま
で

〇
一
般
職
試
験
（
高
卒
者
・
社
会
人
）

■
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
期
間
／
6
月
19

　

日
㈪
〜
6
月
28
日
㈬
ま
で

問
人
事
院
北
海
道
事
務
局
第
二
課
試
験
係

　

☎
０
１
１
―
２
４
１
―
１
２
４
８

〇
国
税
専
門
官

■
受
験
資
格
／

・
昭
和
62
年
4
月
2
日
〜
平
成
8
年
4
月

　

1
日
生
ま
れ
の
者

国
家
公
務
員
採
用
試
験

自
衛
官
幹
部
候
補
生
募
集

国
税
・
財
務
専
門
官
募
集

募

集

非
常
勤
職
員
募
集



〇
「
ぼ
う
け
ん
く
ら
ぶ
」
会
員
募
集

■
募
集
対
象
／
町
内
の
小
学
生

■
活
動
日
／
毎
週
火
・
水
曜
日

■
活
動
場
所
／
旧
比
羅
夫
小
学
校
（
冒
険
家
族
）

■
移
動
手
段
／
町
内
小
学
校
か
ら
送
迎

■
活
動
時
間
／
15
時
〜
18
時
ま
で

■
参
加
費
／
月
4
千
円
（
別
途
保
険
料
千
円
）

〇
「
ぼ
う
け
ん
森
く
ら
ぶ
」
会
員
募
集

　

羊
蹄
山
の
麓
で
自
然
に
ふ
れ
、
五
感
を

使
っ
た
生
活
体
験
活
動
を
行
い
ま
す
。

■
募
集
対
象
／
小
・
中
学
生

■
募
集
人
数
／
25
名

■
活
動
期
間
／
５
月
〜
３
月
上
旬
の
月

　

1
、
2
回
（
全
12
日
）

■
参
加
費
用
／
年
間
2
万
4
千
円
（
兄
弟

　

割
引
2
万
2
千
円
）
単
発
参
加
4
千
円

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
自
然
生
活
体
験
セ
ン
タ
ー

　

冒
険
家
族
☎
22
―
３
７
５
９

　

高
校
・
大
学
に
進
学
や
在
学
し
、
更
な

る
学
業
向
上
を
目
指
す
お
子
さ
ん
を
持
つ

町
内
在
住
の
保
護
者
の
方
へ
の
奨
学
金
制

度
で
す
。（
返
済
不
要
。
他
の
奨
学
金
制

度
と
の
重
複
受
給
は
で
き
ま
せ
ん
）

■
募
集
区
分
と
奨
学
金
額
／

・
高
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、

　

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
高
等
専
門

　

学
校
の
第
1
〜
3
学
年
の
課
程
、
専
修

学
校
高
等
部
＝
9
千
円
以
内

・
大
学
、
短
大
、
高
等
専
門
学
校
の
第
4

　

〜
5
学
年
の
課
程
＝
2
万
5
千
円
以
内

■
申
込
／
5
月
31
日
㈬
ま
で

－15－

　

申
込
専
用
ア
ド
レ
スhttp://w

w
w
.

　

jinji.go.jp/saiyo/siken/sennm
onn

　

syoku_daisotsu/zaim
u/zaim

u_dai

　

sotsu.htm
l

問
財
務
省
北
海
道
財
務
局
人
事
課
人
事
係

　

☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２
３
１
１

〇
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

■
対
象
／
小
学
生
の
男
女

■
活
動
日
時
／
毎
週
水
・
金
曜
日
18
時
〜

　

19
時
30
分

■
活
動
場
所
／
町
総
合
体
育
館

■
入
団
費
／
年
会
費
6
千
円
と
保
険
料

　

８
０
０
円

■
結
団
式
／
4
月
28
日
㈮
予
定

問
☎
０
９
０
―
４
８
７
５
―
１
８
０
９（
新
保
）

〇
剣
道
少
年
・
少
女

■
対
象
／
小
学
１
年
〜
中
学
３
年
の
男
女

■
活
動
日
時
／
毎
週
火
・
木
・
土
曜
日
18

　

時
30
分
〜
20
時

■
活
動
場
所
／
町
総
合
体
育
館

■
入
団
費
／
年
８
千
円
（
保
険
料
含
）

■
活
動
内
容
／
礼
法
、
剣
道
の
基
礎
、
各

　

種
大
会
参
加

問
☎
22
―
１
１
２
１
（
役
場
・
菊
地
）

〇
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
少
年
団

■
対
象
／
小
学
3
年
〜
中
学
３
年
の
男
女

■
活
動
日
時
／
毎
週
木
曜
18
時
30
分
〜
20

　

時
30
分

■
活
動
場
所
／
町
総
合
体
育
館

■
入
団
費
／
年
会
費
３
５
０
０
円
と
保
険

　

料
８
０
０
円

■
結
団
式
／
4
月
13
日
㈭
18
時
30
分
〜

　

申
込
用
紙
は
総
合
体
育
館
に
あ
り
ま
す

問
℻ 

22
―
１
５
９
９
、
☎
０
８
０
―

　

１
８
９
２
―
０
０
０
１
（
常
盤
）

〇
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
少
年
団

■
対
象
／
小
学
２
年
〜
６
年
の
男
女

■
活
動
時
間
／
毎
週
火
・
木
曜
日
18
時
30

　

分
〜
20
時
45
分
、
４
月
〜
11
月
土
曜
日　

　

9
時
〜
12
時

■
活
動
場
所
／
倶
知
安
小
学
校

■
入
団
費
／
４
１
０
０
円
（
保
険
料
含
）

問
☎
22
―
１
１
６
８
（
倶
小
・
輪
嶋
）

〇
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
少
年
団

■
対
象
／
小
学
１
年
〜
６
年
の
男
女

■
活
動
日
時
／
毎
週
月
・
火
・
金
曜
日　

　

16
時
30
分
〜
18
時

■
活
動
場
所
／
倶
知
安
小
学
校

■
入
団
費
／
２
千
円
（
登
録
・
保
険
料
含
）

問
☎
０
８
０
―
１
８
９
６
―
３
８
９
８

　
（
事
務
局　

竹
内
）

　　

詳
し
く
は
本
号
の
折
り
込
み
チ
ラ
シ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

〇
公
民
館
文
化
講
座

　

公
民
館
文
化
講
座
を
本
年
度
も
開
講

し
、
各
種
講
座
を
ご
用
意
し
ま
す
。
新
し

く
何
か
を
始
め
た
い
と
お
考
え
の
方
、
気

軽
に
参
加
く
だ
さ
い
。

〇
寿
大
学

　

町
内
の
65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
を
対
象

に
、
進
ん
で
学
ぶ
「
総
合
大
学
」
と
し
て

寿
大
学
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
毎
年
多
く

の
生
徒
が
、
座
学
や
宿
泊
旅
行
な
ど
を
通

し
、
学
び
の
輪
・
仲
間
づ
く
り
の
輪
を
広

げ
ま
す
。

　

何
か
運
動
を
始
め
た
い
と
考
え
て
い
る

方
。
柔
ら
か
い
芝
生
の
上
で
健
康
づ
く
り

を
し
ま
せ
ん
か
。
初
心
者
歓
迎
で
す
。

■
対
象
／
町
民
ど
な
た
で
も

■
会
費
／
年
２
千
円

■
活
動
日
／
5
月
〜
10
月
、
月
一
回
月
例

　

コ
ン
ペ
開
催
、
他
町
村
の
大
会
へ
の
参
加

■
活
動
場
所
／
旭
ケ
丘
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

■
締
切
日
／
４
月
10
日（
以
後
随
時
受
付
）

■
申
込
・
問
合
せ
／
同
協
会
事
務
局
☎
22

　

―
４
９
８
５（
中
田
正
男（
北
６
東
１
））

　

音
楽
を
愛
好
す
る
方
、
楽
器
を
演
奏
し

て
み
た
い
方
、
経
験
の
な
い
方
も
歓
迎
。

■
対
象
／
成
人
の
方

■
日
時
／
毎
週
土
曜
日
18
時
〜
21
時
（
変

　

更
も
有
）

■
場
所
／
町
公
民
館

■
会
費
／
年
3
千
円

■
そ
の
他
／
楽
器
は
各
自
用
意
。
金
管
楽

　

器
、
木
管
楽
器
、
打
楽
器
ど
の
パ
ー
ト

　

で
も
可
、
町
の
イ
ベ
ン
ト
で
の
演
奏
や

　

独
自
の
演
奏
会
を
予
定

問
☎
０
８
０
―
５
５
９
１
―
６
９
０
６

　
（
唐
沢
）、
　karayan-1129@

iClou

　
d.com

、hirahu_tk@
yahoo.co.jp

　

当
該
施
設
を
使
用
し
、
食
堂
な
ど
を
営

業
し
た
い
方
は
、
雪
ん
子
館
厨
房
使
用
許

可
申
請
書
に
営
業
方
針
・
内
容
に
関
す
る

資
料
を
添
え
て
、
４
月
18
日
㈫
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
使
用
開
始
予
定
／
5
月
中
旬

■
月
額
使
用
料
／
７
２
０
０
円

■
光
熱
水
費
は
使
用
者
の
実
費
負
担

■
使
用
期
間
／
翌
年
3
月
ま
で（
更
新
も
有
）

※
そ
の
他
詳
し
く
は
担
当
課
ま
で

問
町
建
設
課
公
園
施
設
係

　

☎
56
―
８
０
１
１

ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
員
募
集

公
民
館
か
ら
の
お
知
ら
せ

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
自
然
生
活
体
験
セ
ン

タ
ー
冒
険
家
族
か
ら
の
お
知
ら
せ

倶
知
安
町
奨
学
金
制
度

く
っ
ち
ゃ
ん
ブ
ラ
ス
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

旭
ケ
丘
公
園
雪
ん
子
館
厨
房
施
設

の
使
用
者
募
集

周

知

倶
知
安
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
協
会



お
願
い
し
ま
す
。
※
４
月
１
日
よ
り

【
改
定
前
】10
㍑
当
た
り
77
円（
消
費
税
込
）

【
改
定
後
】10
㍑
当
た
り
85
円（
消
費
税
込
）

※
基
本
量
３
６
０
㍑
で
３
０
６
０
円
と
な

　

り
、
現
行
よ
り
２
８
８
円
増
え
ま
す

※
収
集
量
３
６
０
㍑
を
超
え
10
㍑
未
満
の

　

端
数
が
あ
る
場
合
、
10
㍑
単
位
で
切
り

　

上
げ
し
ま
す

問
羊
蹄
山
麓
環
境
衛
生
組
合
羊
蹄
衛
生
セ

　

ン
タ
ー
☎
22
―
０
２
１
１　
　
　
　
　
　

　

4
月
1
日
付
で
、
倶
知
安
町
の
人
権
擁

護
委
員
に
次
の
2
名
が
委
嘱
さ
れ
ま
す
。

・
本
間　

栄　

さ
ん

・
伊
達　

惠　

さ
ん

　

倶
知
安
技
能
士
会
で
は
、
奉
仕
活
動
の
一

環
と
し
て
、
無
料
包
丁
研
ぎ
を
行
い
ま
す
。

■
日
時
／
４
月
9
日
㈰
9
時
〜
10
時
受
付

■
場
所
／
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

問
同
会
事
務
局
☎
22
―
１
１
０
８

問
美
容
室
Ｋ
Ａ
Ｚ
Ｕ
☎
55
―
５
７
５
１

問
美
容
室
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
☎
22
―
５
２
２
１

■
店
舗
名
／
サ
ツ
ド
ラ
倶
知
安
店

■
縦
覧
期
間
／
７
月
10
日
㈪
ま
で
８
時
45

　

分
〜
17
時
15
分
※
土
日
祝
祭
日
除
く

■
縦
覧
場
所
／
倶
知
安
町
役
場
１
階
ま
ち

　

づ
く
り
新
幹
線
課

■
そ
の
他
／
後
志
総
合
振
興
局
商
工
労
働

　

観
光
課
で
も
同
様
に
縦
覧
で
き
ま
す

問
町
ま
ち
づ
く
り
新
幹
線
課

　

☎
56
―
８
０
１
２

　

料
金
の
改
定
（
値
上
げ
分
）
に
つ
い
て

は
、
そ
の
全
部
を
老
朽
化
し
た
施
設
の
更

新
な
ど
組
合
経
費
の
安
定
的
な
財
源
確
保

の
た
め
に
充
当
さ
れ
ま
す
。
生
活
に
不
可

欠
な
業
務
を
安
定
的
・
継
続
的
に
行
う
た

め
の
値
上
げ
で
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を

　

山
品
幸
子
（
や
ま
し
な
ゆ
き
こ
）

　

☎
22
―
０
８
５
１

　

池
田
寿
恵
子
（
い
け
だ
す
え
こ
）

　

☎
22
―
１
７
２
２

■
相
談
内
容
／
年
金
、道
路
、郵
便
・
貯
金
、

　

消
費
者
保
護
、
役
所
の
窓
口
対
応
な
ど

問
町
住
民
環
境
課
生
活
安
全
係
☎
56
―

　

８
０
０
５

　

4
月
1
日
か
ら
手
当
額
が
次
の
と
お
り

改
定
さ
れ
ま
す
。

問
町
福
祉
医
療
課
福
祉
係

　

☎
23
―
０
５
０
０

問
後
志
総
合
振
興
局
社
会
福
祉
課
地
域
福

　

祉
係
☎
23
―
１
９
３
１

問
同
子
ど
も
子
育
て
支
援
室

　

☎
23
―
１
９
３
５

　

プ
ロ
の
美
容
師
が
お
子
さ
ん
を
カ
ッ
ト

し
な
が
ら
無
料
で
レ
ク
チ
ャ
ー
し
ま
す
。

■
日
時
／
４
月
17
日
㈪
10
時
〜
11
時

■
場
所
／
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
（
南
2

　

東
１
）
2
階

　

申
請
書
類
は
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育

課
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■
そ
の
他
／
奨
学
生
は
選
考
委
員
会
で
決

　

定
し
ま
す
。
選
考
に
あ
た
り
、
本
人
学

　

力
・
保
護
者
所
得
な
ど
の
要
件
が
あ
り

　

ま
す
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
現
在
制
度
を
受
け
て
い
る
方
も
改
め
て

　

申
請
が
必
要
で
す

問
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
☎
56
―

　

８
０
１
８

　

人
や
他
の
動
物
へ
の
危
害
防
止
の
た
め

４
月
１
日
〜
６
月
30
日
の
日
程
で
野
犬
掃

討
（
放
た
れ
て
い
る
犬
も
対
象
）
を
実
施

し
ま
す
。愛
犬
が
対
象
と
な
ら
な
い
よ
う
、

次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
放
し
飼
い
な
ど
、
逃
げ
出
せ
る
環
境
で

　

犬
を
飼
育
し
な
い

②
散
歩
の
際
は
必
ず
リ
ー
ド
を
装
着
す
る

③
犬
の
登
録
、狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
い
、

　

登
録
鑑
札
票
、
予
防
注
射
済
票
を
首
輪

　

に
つ
け
る

④
犬
が
い
な
く
な
っ
た
時
は
す
ぐ
に
役
場

　

に
連
絡
す
る

⑤
犬
が
戻
っ
た
時
の
連
絡
も
忘
れ
ず
に

問
町
住
民
環
境
課
環
境
対
策
室
地
域
衛
生

　

係
☎
56
―
８
０
０
８

　

行
政
に
対
す
る
苦
情
や
意
見
、
要
望
を

お
聞
き
し
ま
す
。

■
日
時
／
４
月
８
日
、
６
月
17
日
、
8
月

　

19
日
、
10
月
21
日
、
12
月
16
日
、
２
月

　

17
日
、
13
時
30
分
〜
16
時

■
場
所
／
公
民
館
研
修
室

■
相
談
員
／

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

このごろの苦情相談

　インターネットによる勧誘で「内職をし

ませんか？悩み相談を引き受けて 1日 1万

円以上の収入になります」とのことでした。

　しかし改めて考えると、引き受けてし

まったことで自分の口座番号や電話番号が

相手に知られています。クーリングオフを

したくても、相手の住所がわからず書面も

ありません。こんなときは、銀行口座や電

話番号を変更し、交渉を絶つことが早道で

す。甘い話には気を付けましょう。

平成 29 年度　消費者協会総会

■日時／ 4月 5日（水）10 時～ 12 時

■場所／文化福祉センター 2階中ホール

町民皆様の出席をお待ちしています。

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時☎ 23-1522

■時間外の緊急相談は☎ 22-2101( 荒野）
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手当の名称 3月まで 4月から
児童扶養手当
（全部支給） 42,330 円 42,290 円

児童扶養手当
（一部支給）

42,320 円
～ 9,990 円

42,280 円
～ 9,980 円

特別児童扶養手
当（1級） 51,500 円 51,450 円

特別児童扶養手
当（2級） 34,300 円 34,270 円

特別障害者手当 26,830 円 26,810 円
障害児福祉手当 14,600 円 14,580 円
経過的福祉手当 14,600 円 14,580 円

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ

く
届
出
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
の
お
知
ら
せ

定
例
行
政
相
談
所

し
尿
等
処
理
手
数
料
（
汲
取
り
料

金
）
の
改
定
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
等
の
額
改
定

チ
ャ
イ
ル
ド
カ
ッ
ト
前
髪
カ
ッ
ト
講
座

野
犬
掃
討
を
実
施

無
料
包
丁
研
ぎ（
一
人
二
本
ま
で
）



春
の
全
道
火
災
予
防
運
動

４
月
20
日
〜
４
月
30
日

統
一
標
語

「
消
し
ま
し
ょ
う　

そ
の
火
そ
の
時　

そ

の
場
所
で
」

　

こ
の
運
動
は
、
地
域
住
民
の
火
災
予
防

に
対
す
る
意
識
の
一
層
の
普
及
を
図
り
、

火
災
を
未
然
に
防
止
し
、
高
齢
者
を
中
心

と
す
る
死
者
の
発
生
を
減
少
さ
せ
、生
命
・

身
体
・
財
産
を
火
災
か
ら
守
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
火
災
の
多
く
は
、
ち
ょ
っ
と
し

た
不
注
意
が
原
因
に
な
り
ま
す
。
住
民
一

人
一
人
が
火
気
の
取
扱
い
に
注
意
し
、
自

分
や
家
族
の
生
命
・
身
体
、
そ
し
て
大
切

な
財
産
を
守
る
た
め
、
防
火
の
意
識
を
高

め
ま
し
ょ
う
。　

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

3 月 15 日 ( 水 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 29年 平成 28年
人　身 7件 5件
物　損 168 件 186 件
死　者 0名 0名

2 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 29年 平成 28年
火　災 2件 3件
救　急 207件 216件
救　助 6件 7件
その他 10件 8件

2 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　平成 29 年 2月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

16,434 人

 8,347 人

 8,087 人

8,973 世帯

（前月比 - 72）

（前月比 - 35）

（前月比 - 37）

（前月比 - 71）

うち外国籍住民 1,531 人（前月比 - 61）

主
な
事
件

▽
窃
盗
（
自
動
車
盗
）
事
件
の
発
生

　

一
般
住
宅
敷
地
内
か
ら
エ
ン
ジ
ン
キ
ー

付
き
の
自
動
車
が
盗
ま
れ
る
事
件
が
発
生

し
ま
し
た

▽
窃
盗
事
件
の
発
生

　

ス
キ
ー
場
に
お
い
て
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
が

盗
ま
れ
る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た

▽
窃
盗
事
件
の
発
生

　

飲
食
店
内
か
ら
ジ
ャ
ン
パ
ー
が
盗
ま
れ

る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た

▽
器
物
損
壊
事
件
の
発
生

　

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ト
イ
レ
が

壊
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
ま
し
た

交
通
事
故

▽
2
月
3
日
、
信
号
交
差
点
に
お
い
て
出

合
い
頭
の
衝
突
事
故
が
発
生
し
ま
し
た

▽
2
月
11
日
、
ス

リ
ッ
プ
に
よ
り
単
独

で
雪
山
に
衝
突
す
る

事
故
が
発
生
し
ま
し

た▽
2
月
19
日
、
一
時

停
止
交
差
点
に
お
い

て
出
合
い
頭
の
衝
突

事
故
が
発
生
し
ま
し

た

ごめいふくをお祈りします

　ある日、大家さんから賃料を増額するとの通知が届いたとしま

す。この場合、借主は必ず従わなければならないのでしょうか。

　借地借家法では、借主が賃料増額を争う場合、新しい賃料額が

裁判により確定するまでの間、借主が相当と考える賃料（通常は

従前の賃料額以上の金額）を支払えば直ちに退去をする必要はあ

りません。当事者間で新しい賃料額について話し合いを行い、合

意に至った場合、問題は解決します。

　しかし、当事者間の話し合いで新しい賃料額が決まらない場合

や賃貸人が賃料の増額を求める場合は、まず裁判所での調停手続

を利用しなければなりません。調停とは、裁判所において調停委

員という第三者を介して紛争の解決を試みる手続です。調停手続

で新しい賃料について合意されれば、以後、取り決めに従って賃

料の支払いを行います。

　そして、調停でも新しい賃料額について合意に至らない場合は、

裁判により解決をします。裁判の中でも和解が試みられることが

ありますが、当事者間で解決できない場合、裁判所が適正な賃料

額を決めることになります。ここで、借主が支払っていた金額よ

りも高い金額が判決により定められた場合、借主は大家さんから

最初に増額を請求されたときにさかのぼって新しい賃料額との差

額を支払わなければなりません（年 10 ㌫の利息も付きます）。

　以上のように、借主は増額に応じることができない場合であっ

ても直ちに退去しなければならないものでもありません。賃料の

増額や減額で困ったときは、法律の専門家に相談しましょう。
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賃
料
増
額
請
求
に
つ
い
て

倶知安ひまわり
基金法律事務所

弁護士　渡邉　恵介
　☎    21-6228
　    www.kutchan-himawari-
          lawoffi ce.com

HP


